
令和８年度 転入学・編入学 募集要項  
 
                                   和歌山県立伊都中央高等学校 通信制課程 

                                                                  橋本市高野口町名古曽５５８ 

１ 転入学・編入学資格 

・ 

・ 

転入学……現在、高校に在籍している者 

編入学……以前に高校に在籍し、中途退学した者 

 ※ ただし、和歌山県内に住所を有する者もしくはその勤務地が和歌山県内にある者とします。 
 
２ 出願方法 

  転入学・編入学を希望する者は、必ず事前説明会に出席し、学習方法や仕組み等の説明を受けたうえで

出願受付期間内に必要書類を提出してください。 

◇事前説明会実施日時 ◇出願受付期間 

４月入学 

 

令和８年２月１２日（木）１５時～ 

 ２月２４日（火）１５時～ 

令和８年 

  ３月３日（火）から３月６日（金）まで 

８月入学 

 

令和８年６月１２日（金）１５時～ 

和８年 ６月１９日（金）１５時～ 

令和８年   

  ６月２４日（水）から６月２９日（月）まで 

◇入学検査 出願日以降の指定する日時 ◇出願受付 土・日・祝日除《郵送可･必着》 

  ※１ 事前説明会の申し込みは、各時期の最終事前説明会実施日の前日までに伊都中央高校通信制 

    課程（TEL:0736-42-2056）まで。（転入学の場合は、在籍校管理職から連絡願います。 

           加えて、申込について、土・日・祝日、月曜日午前中と火曜日を除きます。） 

  ※２ ４月入学は１月 21 日(水)､８月入学は ６月３日(水)､１０月入学は ８月５日(水)から電話等で、 

    早めに申込願います。 

  ※３  未成年の方は、事前説明会に保護者の方も必ず出席してください。転入学の場合は、担任の先 

生も同席願います。 
 
３ 出願書類 

 ・ 転入学  ① 転学照会（転出校の様式） 

        ② 在学証明書 

③ 成績証明書・単位修得証明書 

④ 担任副申書 〈生徒の氏名とふりがな、性別、学年、生年月日、年齢、郵便番号、住所、電話番号、生徒の状況〉 

       ⑤ スポーツ振興センター加入（非加入）証明書 〈８月入学のみ〉 

 ・ 編入学 ① 入学願書（本校所定の用紙） 

       ② 成績証明書・単位修得証明書（前籍校発行のもの） 

          ※ 合格後、健康診断票（本校所定の用紙）を提出してください。 
   
４ 入学者の選抜 

① 

② 

検査内容  面接、作文   ※選抜については総合的に判断します。 

選抜日時 ４月入試  ３月 13 日（金）、３月 16 日（月）のどちらかの日の本校が指定する時刻 

８月入試  ７月３日（金）、７月 10 日（金）のどちらかの日の本校が指定する時刻 

                                ※いずれの入試も在籍校管理職を経て連絡します。 
 
５ 合格発表  本人宛に通知します。（転入学の場合は、転出校にも通知します。） 

  卒業要件 

① 前籍校と合わせて、高校在籍期間が３年間以上。 

② 前籍校の修得単位数（本校で認定した単位数）と本校での修得単位数の合計が７４単位以上 

  （必履修科目を含む）。 

③ 前籍校と合わせて、特別活動の時数が３０時間以上。 

※ 加えて、本校に１年間以上在籍し、８単位以上を履修・修得し、特別活動の出席時数が１０時間 

以上のすべて満たすことが必要です。 

   また、卒業年度に当たる生徒については、８月入学に係る特例があります。 



   令和８年度 和歌山県立伊都中央高等学校 

   通信制課程入学について 

 

 

１ ４月入学は、４月１日から、８月入学は８月１日から伊都中央高等学校の在籍生とな

ります。 

  入学時の諸手続きが完了次第、学習に取り組んでいくことになります。 

  ※ 新入生は入学式の日から、本校の生徒となります。 

 

 

２ ４月入学の方は３０単位、また、８月入学では２６単位を上限として、受講登録する

ことができます。 

    なお､夏季集中スクーリングが開講される場合は､前述の登録単位数の上限を超えて、 

夏季集中スクーリングを行う科目の受講を追加することができます。（令和７年度：芸 

術(音Ⅰor美Ⅰ)２単位と高野学２単位を開講） 

  ※ 夏季集中スクーリングは、毎年、定期的に開講されている科目ではありません。

開講される場合は、６、７月頃に募集を行います。４月入学の方は、受講登録す

ることができます。 

 

３ 卒業には７４単位以上の修得が必要です。「本校で修得する単位」と、「前籍校の修

得単位のうち本校で認定する単位」を併せて、７４単位以上あれば卒業に必要な単位数

に達します。 

  ※ 卒業には、高等学校に３年以上の在籍や特別活動等時間数が必要です。また、

本校で１年以上の在籍が必要なことや、すでに卒業に必要な単位数を保持してい

る場合でも、本校で修得する単位数の下限（８単位）を設けています。 

 

 

 

 

 ・ ４月入学者３０単位、８月入学者２６単位を上限として受講登録することが

できます。 
 

 ・ 「本校で取得する単位」と、「前籍校の取得単位のうち本校で認定する単

位」を併せて、７４単位以上あれば卒業に必要な単位数に達します。 
 

 ・ 卒業には、高等学校に３年以上の在籍や特別活動等時間数が必要です。本

校で、特別活動の行事や LHR に３０時間以上（前籍校での学年により、必要

な時間数は異なります。）、参加・出席する必要があります。 

 

 

 

 

 



 ● 和歌山県立伊都中央高等学校通信制課程 

   ８月入学に係る卒業年度に当たる生徒の特例について 

 

  卒業には、高等学校に（前籍校と本校併せて）３年以上の在籍や特別活動等時間数が

必要です。また、本校で１年以上の在籍が必要なことや、すでに卒業に必要な単位数を

保持している場合でも、本校で修得する単位数の下限（８単位）を設けています。 

 

  特例として、８月入学における卒業年度に当たる生徒の転入については、１年に満た

ない（６か月以上）本校在籍であっても卒業を認定する場合があります。 

 

  本校では、従来、卒業要件として、７４単位以上の修得、高等学校への３年以上の在

籍、特別活動等時間数が十分であることに加え、本校で１年以上の在籍が必要としてい

ます。しかしながら、在籍校において、卒業年度に当たる生徒で、何らかの理由（特別

指導や怠学等の理由を除く）で本年度に３０日以上の欠席があり明確に本校への転学の

意志のある生徒および病気や事故で長期入院し８月に退院の見込みがあり明確に本校へ

の転学の意志のある生徒について、１年に満たない本校在籍であっても卒業を認定する

場合があります。 

 

  ただし、８月入学の生徒は、８月入学者の受講登録上限２６単位のため、前籍校での

修得単位に本校での修得単位を加えて、卒業単位の７４単位以上の修得が見込まれる場

合にのみ、この特例の対象となります。 

  対象者（本校で、特例対象者と認定する生徒）は、「前籍校の取得単位のうち本校で

認定する単位」が８月入学者は４８単位以上ある生徒とします。また、併せて、文部科

学省の定める必修科目の単位修得が可能であることが求められます。 

 

  ※ 転編入学の合否判定の後、特例による１年未満の本校在籍であっても卒業を認

定する場合に当たるかどうかは、本校が判定します。 

    特例を希望の場合は、担任副申書に必ずその旨記入ください。 

    卒業年度に当たる生徒でも、転入した年度末の卒業を目指さない場合は、この

制度外であり、申請の必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（例１） 現在、A 高等学校１年生で、８月入学で転入したい。 

 

 ⇒ ８月入学者は、２６単位を上限として、受講登録することができます。また、

翌年度、翌々年度とも、３０単位を上限として、受講登録することができます。

そのうち７４単位を修得すると、卒業に必要な単位数がそろいます。最短で、転

入年度も含めて、３年間で卒業することも可能です。ただし、前籍校や本校で途

中で休学すると、３年間の高等学校在籍（休学期間を除く）が満たされませんの

で、卒業には３年半もしくは４年以上かかります。 

 

 

 

 

（例２） 現在、B 高等学校２年生で、８月入学で転入したい。 

 

 ⇒ ８月入学者は、２６単位を上限として、受講登録することができます。また、

翌年度、３０単位を上限として、受講登録することができます。「前籍校の修得

単位のうち本校で認定する単位」と、転入した年に本校で修得する単位が併せて、

４４単位以上ある場合、転入した翌年度に、卒業に必要な単位数に達する可能性

があります。 

   ※ 前籍校と本校で、高等学校在籍（休学期間を除く）が３年間以上必要です。 

 

 

 

 

（例３） 現在、Ｃ高等学校３年生で、今年度、卒業したい。 

     ８月入学で転入して、その年度で卒業できますか。 

 

 ⇒ 原則として、本校で１年以上の在籍が必要になります。 

      しかしながら、８月入学で、何らかの理由（特別指導や怠学等の理由を除く）で 

  本年度に３０日以上の欠席があり明確に本校への転学の意志のある生徒および病 

  気や事故で長期入院し８月に退院の見込みがあり明確に本校への転学の意志のあ 

  る生徒については、１年未満の本校在籍であっても一定の卒業に向けた条件がそろ 

  う場合は、卒業を認定することとしています。 

 

 ○ 本校で、転編入学の合否判定の後、特例措置の対象生徒（１年未満の本校在籍

であっても、その年度末での卒業を認定する場合）に当たるかを判定します。 

 

 

 

 

 



 

参考 和歌山県教育委員会 

 

和歌山県教育委員会ＨＰ 和歌山県立高等学校への転入学・編入学について 

 

● 転入学・編入学 

 ・ 転入学とは、高等学校に 在籍している生徒が、他の高等学校の相当学年に入学

することをいいます。 

 ・ 編入学とは、外国からの帰国者、高等学校を中途退学または卒業した者、高等学

校とは 種類の異なる学校（高等専門学校等）に在籍している者が、高等学校の第１

学年途中または第２学年以上に、入学することをいいます。 

   本県の転入学・編入学の受け入れについては、下記に示す条件、手続き等により、

各学校長の判断で行います。 

 

【転入学】 

 １. 受入の条件 

 ＜前提条件＞ 

  (１) 全日制課程の場合は、生徒及び保護者が和歌山県内に住所を有することが確

実であること。 

     定時制課程及び通信制課程の場合は、生徒が和歌山県内に住所または勤務先

を有することが確実であること。 

  (２) 学校教育法第一条に定められている高等学校に在籍していること。 

  (３) 一家転住等、やむをえない正当な理由があること。 

 ＜転入校での条件＞（転入校とは、転入学を受け入れる学校をいう。） 

  (４) 前籍校と転入校との教育課程に大きく差異がないこと。 

  (５) 転入校において、教育上支障のないこと。（定員など） 

  上記(１)から(５)のすべてを満たした場合、原則として転入校は転入学の手続きを

始めることになります。 

 ２. 学力検査等 

    各学校(転入校)により異なりますが、原則として学科試験及び面接等を行いま

す。 

 ３. 受付の時期・転入学の手続・必要書類等 

   各学校により異なるため、詳細は公立学校一覧から転入学希望校の転入学・編入

学情報を参照してください。 

   また、上記１、２についても、転入を希望する学校に直接ご確認ください。 

 

【編入学】 

  学年に相当する年齢以上に達し、当該学年の者と同等の学力があると認められた者

で、転入学の受付の条件＜前提条件＞(１)を満たす者に対して、編入先の学校長が試

験等を実施したうえで、編入学を許可します。 

 

○ 転入学・編入学等の問い合わせ先 

  和歌山県教育庁学校教育局 県立学校教育課 

  ＴＥＬ ０７３－４４１－３６８１ 

 

 

 



参考 和歌山県教育委員会 

 

令和８年度和歌山県立高等学校入学者選抜 

（通信制課程）実施要項 

 

１ 設置校 

  通信制課程を設置する県立高等学校は、次のとおりである。 

  ・和歌山県立伊都中央高等学校   〒649-7203 橋本市高野口町名古曽５５８ 

  ・和歌山県立きのくに青雲高等学校 〒640-8137 和歌山市吹上五丁目６－８ 

  ・和歌山県立南紀高等学校     〒646-0024 田辺市学園１－８８ 

・和歌山県立新宮高等学校     〒647-0044 新宮市神倉三丁目２－３９ 

 

２ 出願資格 

  出願することができる者は、和歌山県内に住所を有する者もしくは勤務地が和歌山県内にある者又

はその他特別の事由により志願先の高等学校長が適当と認める者とし、かつ、次のいずれかに該当す

るものとする。ただし、科目履修生として特定の科目を履修しようとする者は、次に掲げる者以外の

ものであっても、相当年齢に達しており、志願先の高等学校長が該当科目を履修することができると

認めたときは、当該高等学校に出願することができる。 

 (1) 中学校、義務教育学校又はこれに準ずる学校（以下「中学校」という。）を卒業又は令和８年３

月卒業見込みの者 

 (2) 中等教育学校前期課程（以下「中学校」に含める。）を修了（以下「卒業」に含める。）又は令

和８年３月修了見込みの者 

 (3) 外国において、学校教育における９年の課程を修了又は修了見込みの者 

 (4) 文部科学大臣が中学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該

課程を修了又は修了見込みの者 

 (5) 旧青年学校本科第１学年又は旧中等学校第３学年を修了した者、その他文部科学大臣の指定した者 

 (6) 保護者が就学させる義務を猶予又は免除された生徒で、文部科学大臣が別に定めるところによ

り、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者 

 (7) 出願先の高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

 

３ 出願受付期間及び場所 

  出願受付期間は、次のとおりとし、それぞれ志願先の高等学校で受け付ける。ただし、出願にあた

っては、志願先の高等学校に電話等で問い合わせ、必ず事前説明を受けること。 

  令和８年３月３日（火）から令和８年３月 31日（火）まで 

   午前９時から午後３時まで 

  （土曜日、日曜日、祝日は除く。） 

 

  郵送の場合は、「通信制課程出願」と明記したうえ、「書留」とし、令和８年３月３日（火）から

令和８年３月 31日（火）までの消印のあるものに限る。 

  なお、出願先の高等学校長がやむを得ないと認めた場合は、令和８年４月６日(月)まで出願を受け

付けることができる。 

 



 

４ 出願手続 

  入学志願者は、次の書類等を志願先の高等学校長に提出すること。ただし、令和８年３月中学校卒

業見込みの者は、在学する中学校長を経て、提出すること。 

 

 (1) 入学願（別記第１号様式） 

 (2) 令和８年度和歌山県立高等学校入学志願者調査書（以下「調査書」という。）（別記第２号様式） 

   令和２年３月以前の中学校卒業者については、調査書に代えて中学校卒業証明書を提出すること。 

 

５ 入学者の選抜 

 (1) 出願者は、出願先高等学校長が実施する面接等を受けるものとする。なお、面接等の日時等につ

いては、出願先高等学校長が指定する。 

 (2) 高等学校長は、中学校長から提出された調査書等（又はこれに相当する書類）及び面接等の結果

を総合して、厳正、公平かつ適正に入学者の選抜を行うこと。 

 

６ 合格者の発表 

  令和８年４月７日（火）まで（第３項なお書きにより出願した者については、出願受付後 10日以 

内）に受検者に対し通知書を発送する。 

 

７ 入学資格認定検査 

  第２項第７号に該当する旨の認定については、令和８年３月 10日（火）に志願先の高等学校で行 

う。受検希望者は、令和８年３月２日（月）正午までに、志願先の高等学校長に願い出ること。 

 

８ 実施上の留意事項 

 (1) 中学校長は、合格者の生徒健康診断票（歯の検査票を含む。）を令和８年４月 10 日（金）まで

に、進学先の高等学校長に提出すること。 

 (2) 令和８年３月中学校卒業見込みの者以外の合格者は、和歌山県立高等学校入学者健康診断票（別

記第３号様式）を令和８年４月 14 日（火）までに、進学先の高等学校長に提出すること。（令

和８年１月１日以降に受診したものとする。） 

 (3) 前各項のほか、入学者選抜に関し必要な事項は、出願先の高等学校長の定めるところによる。 

 


